
香港 グローバル・国内ミニマム課税制度の2025 
年導入法案を公表

――本法案では、所得合算ルール（以下、「IIR」）は2025年1月1日
以降に開始する事業年度から適用され、軽課税所得ルール
（以下、「UTPR」）は後日公表される日付に延期され、「香港居住
法人」の定義は2024年1月1日にさかのぼって適用されます。

2024年12月27日、2024年度内国歳入法（多国籍企業グループに
対する最低課税）改正法案（以下、「法案」）が政府官報に掲載
されました。この法案は、香港の多国籍企業（以下、「MNE」）グループ
を対象にグローバル・ミニマム課税および香港ミニマムトップアップ
税 （以下、「HKMTT」）を導入するものです。

本号では、グローバル税源浸食防止（以下、「GloBE」）ルールと
HKMTT の主な特徴および香港でのその施行について紹介
いたします。

香港におけるGloBEルールおよびHKMTTの実施についてご意見がご
ざいましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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グローバル・ミニマム課税および香港ミニマムトップアップ税

当年度の直前4事業年度のうち少なくとも2事業年度において、年間連結売上高が7億5,000万ユーロ以上のMNE 
グループには、以下の2つの関連ルールにより、15%のグローバル・ミニマム課税が課されます。

▪ IIR – 対象MNEグループの親会社に対し、その親会社が所在する国・地域で15%を下回る実効税率
（以下、「ETR」）で課税されている構成事業体（すなわち、軽課税事業体）についてトップアップ税を課すための
主要なルール

▪ UTPR – IIRで課されなかったトップアップ課税を実施する、IIRのサポートとしてのルール

GloBE ルールでは、各国・地域がGloBE メカニズムに基づいて独自の適格国内ミニマムトップアップ
税（以下、「QDMTT」）を導入することを認めています。対象MNEグループが事業を行っている国・地域において
ETRが最軽税率を下回っている国・地域（すなわち、軽税率国・地域）では、当該国・地域がIIRまたはUTPRの賦課
に先立って独自のQDMTTを導入していれば、当該国・地域は軽課税事業体を対象にトップアップ税を優先的に
徴税する権利を有します。これは香港が2025年にHKMTTを導入する理由であり、導入しない場合には、香港の
軽課税事業体に対する徴税権が他の国・地域に移転される可能性があります。

これら2つの連動ルールの制定は、HKMTTとともに、香港のGloBEおよびHKMTT税制の実施フレームワークを
形成します。また、経済協力開発機構（以下、「OECD」）が公布したGloBEモデルルールについては、香港における
GloBEルールおよびHKMTTの実施に向けて必要な調整を加えて、内国歳入法（以下、「IRO」）に直接組み
込まれます。

OECDが2024年6月までに公表したいくつかのコメンタリーや実務ガイダンスは、すでに法案の立法規定に反映
されています。

迅速な導入に向けて、今後OECDが公表する追加のコメンタリーや実務ガイダンスについては、財務長官が政府
官報で告示することにより、補助法令を通じてIROに組み込むことが可能となります。

この法案に含まれる規定は、OECDモデルルールを最も効果的に施行するために、OECDが公表したコメンタリーや
実務ガイダンスに従って、（a）適格IIR、（b）適格UTPR、（c） QDMTT 、（d）セーフハーバーを定めるものです。

法案の仕組みについて

（1） 法案の主な内容は以下の通りです。

（a） 法案の第8条は、IROに新たなパート4AA（新たなセクション26AD～26AH）を追加する

（b） 新たなセクション26ADおよび29AEは、IROにスケジュール60～63を導入する

（c） 新たなスケジュール60において、

（i） パート1は、GloBEモデルルールのほとんどの規定を踏襲する

（ii） パート2は、パート1に含まれる規則に若干の修正を加える

（iii） パート3は、GloBEおよびHKMTT税制に規定される暫定的セーフハーバーおよび恒久的セーフハー
 バーを規定する

（d） 新たなスケジュール61には、HKMTT課税に関する規定が含まれる

（e） 新たなスケジュール62には、IIRとUTPRのトップアップ税とHKMTTの実務に関する以下の規定が含まれる

（i） トップアップ税の算定に関連する申告書の提出、情報提供に関する要件

（ii） トップアップ税に関連して適用されるIROの規定を修正する規定

（f） 新たなスケジュール63には、OECDが公表したコメンタリー、実務ガイダンス、および関連文書を列挙し、
 新パート4AAおよびスケジュール60～62の施行に向けて解釈と実務を補足する

（2） 法案の第13条は、IROに新たにセクション80O～80Rを追加し、またセクション14およびセクション15では既存
 の条項を改正することにより、スケジュールに基づく義務の不履行に対する罰則規定を設けます。

（3） 法案はまた、IROの条文を若干修正します（セクション5、セクション10、セクション11）。
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トップアップ税額の算定

対象MNEグループが軽税率国・地域において支払うべきトップアップ税額は、超過利益とトップアップ税率の積で
算出されます。

▪ 超過利益――軽税率国・地域におけるすべての構成事業体のGloBE損益の合計から、軽税率国・地域に
おける実質ベースの除外所得を差し引いたもの

▪ トップアップ税率――軽税率国・地域のETRと最低税率15%との差額

一般的な目的でIROに導入された「香港居住法人」の定義について

GloBEルールでは、事業体が所在する国・地域（すなわち、税務上の居住地、または設立地）が、トップアップ税を
徴収する権利を有します。GloBEルールの下でのトップアップ課税に向けて、IROの一般的な目的での「香港居住
法人」の定義が導入されます。

事業体は次に該当する場合、「香港居住法人」となります。

▪ 事業体が会社である場合、当該事業体が香港で設立されたか、または香港以外で設立された場合には、
通常の管理または支配が香港で行われている

▪ その他の場合、当該事業体が香港法に基づいて設立されたか、またはその他の方法で設立されている場合は、
通常の管理または支配が香港で行われている

上記の定義は2024年1月1日にさかのぼって適用され、この定義に該当する企業は2024年度を通じて香港に
所在すると見なされます。これにより、2024年1月1日以降に開始する年度において、GloBEルールを適用する
他の国・地域によるトップアップ課税を最小限に抑えることが可能となります。

GloBEルールとHKMTTの課税メカニズム

IIR

IIRの下では、（i）香港に本社を置く対象MNEグループの最終親会社（以下、「UPE」）、（ii）外国に本社を置く対象
MNEグループの香港中間親会社（ただし、当該グループのUPEがIIR未実施の国・地域に所在する場合に限る）、
（iii）対象MNEグループの香港部分所有親会社（UPEまたは中間親会社のIIR適用要否にかかわらず）に対して、
トップアップ税が課されます。

これらの親会社は、その香港外に所在する軽課税事業体に対する所有持分に基づき、IIRトップアップ税が
課されます。また、香港外の軽税率国・地域に所在または事業を行う、対象MNEグループのジョイントベンチャー
（以下、「JV」）、JV子会社および無国籍事業体（総称して、その他の事業体）についても、香港のIIRトップアップ
課税対象となる可能性があります。

IIRトップアップ課税は、2025年1月1日以降に開始する事業年度から施行されます。

UTPR

UTPRの下では、トップアップ税は追加的な課税調整という形で課されます。香港の按分UTPRトップアップ税は、
対象MNEグループの香港構成事業体について、その従業員数と有形資産の価値の割合に基づいて課されます。
ただし、当該グループがUTPRトップアップ税を支払う香港構成事業体を1社以上指定している場合はこの限りでは
ありません。

UTPRは、後日、香港政府が定める日付で施行される予定です。

HKMTT

HKMTTは、IIRおよびUTPRに優先して、香港に所在する、または事業を行う対象MNEグループの軽課税事業体
およびその他の事業体に対してトップアップ税を課すために導入される税制です。投資法人と保険投資法人に
ついては、その税務上の中立性を維持するため、HKMTTの課税対象から除外されます。なお、HKMTTは、対象
MNEグループが1社以上の香港構成事業体を納付事業体として指定しない限り、当該グループ内の香港構成事業
体間で各事業体のGloBE所得に応じて課税されます。

MNEグループの香港構成事業体に対して課されるHKMTT税額は、GloBEルールに基づいて算定されますが、
その際、MNEグループが当該構成事業体に対して保有する所有持分は考慮されません。つまり、構成事業体が
MNEグループの完全子会社であるかどうかにかかわらず、その軽税率所得に対してHKMTTが全額課税されること
を意味します。
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GloBEモデルルールにいうJVまたはJVグループの香港事業体（すなわち、JV事業体）が関与している場合、当該
JV事業体は2つの対象MNEグループに属する可能性があります。2つの対象MNEグループのそれぞれは、当該
JV事業体の軽税率利益の全額または一部についてHKMTTが課されるため、当該JV事業体の軽税率利益に
対する二重課税が生じます。

法案には、上記のような状況について、JVの二重課税を軽減するために、以下の規定が含まれています。

（a） JV事業体が2つの対象MNEグループに属している場合、各MNEグループに課されるHKMTTは50%減額
される

（b） JV事業体が1つの対象MNEグループに属し、かつ別の対象MNEグループの香港構成事業体に属している
場合には、それぞれの対象MNEグループに課されるHKMTTは、状況に応じて合理的な方法で軽減される

香港は、HKMTTがQDMTTセーフハーバーとして認められることを目指しています。これが認められれば、対象
MNEグループが香港で支払うべきGloBEトップアップ税はゼロと見なされ、同グループの香港でのGloBE算定が
不要となり、税務コンプライアンス上の負担が軽減されます。QDMTTセーフハーバーの適用を受けるためには、
HKMTTの税制設計において、現地会計基準の採用など一定の要件を満たす必要があり、これらの要件は法案に
以下のように規定されています。

（a） MNEグループの各香港構成事業体が現地会計基準に従って財務勘定（各事業体の勘定）を作成していること

（b） 各事業体の会計期間がMNEグループのUPEの財務諸表の事業年度と同一であること

（c） 当該事業年度について、

（i） MNEグループの各香港構成事業体が、その納税義務の決定または香港におけるその他の法的コンプライ
アンスを目的として、当該事業体の財務諸表を作成または使用する必要がある

（ii） 各事業体の財務諸表が外部監査の対象となっている

また、HKMTTのトップアップ税の算定は、現地会計基準に基づく必要があります。スケジュール61において、現地
会計基準とは、国際会計基準または香港財務報告基準のいずれかを指します。

この規則では、上記の条件を満たしていない場合、HKMTTのトップアップ税額算定は、UPEの連結財務諸表で
採用されている会計基準に基づく必要があります。

HKMTTは2025年1月1日以降に開始する事業年度が対象となります。

トップアップ税の性質

GloBEルールとHKMTTに基づいて課されるトップアップ税は、事業所得税として取り扱われます。このため、IROに
基づく関連実務メカニズムをトップアップ税にも適用することが可能です。また、内国歳入局（以下、「IRD」）は、対象
MNEグループが香港の包括的二重課税防止協定に基づくメカニズムを通じて、トップアップ税に係る国際的な課税
紛争を解決できると考えています。

セーフハーバー・ルール

香港は、対象MNEグループのコンプライアンス負担を軽減することを目的として、暫定的な国別報告（以下、
「CbCR」）セーフハーバー、暫定的なUTPRセーフハーバー、QDMTTセーフハーバー、また、非重要構成事業体
（以下、「NMCE」）に向けた簡易計算セーフハーバーを規定します。

セーフハーバー・ルールの詳細は、本号の別添Iに掲載されています。



Hong Kong Tax Alert4

税務コンプライアンスと実務

トップアップ税申告書の提出

対象MNEグループの各香港構成事業体は、GloBEルールおよびHKMTTに関する単一のトップアップ税申告書を、
事業年度末日から15カ月以内に所定の方法および様式で提出する必要があります。なお、MNEグループの構成
事業体における最初の移行年度については、申告期限は18カ月に延長されます。

ただし、当該MNEグループが2024年1月1日以降に開始する事業年度について、すでにGloBEルールを導入して
いる他の国・地域において申告期限の延長措置を適用している場合、香港では2025年において18カ月への3カ月
延長措置を利用することはできません。

トップアップ税申告書には、標準化されたGloBE情報申告書（以下、「GIR」）に必要な情報が含まれます。そのため、
対象MNEグループの香港構成事業体は、適格当局間合意に従って香港とGIR情報を交換できる当局に当該情報
を提出している場合には、GIR情報の提出義務が免除されます。

申告書の提出に柔軟性を確保するため、対象MNEグループは、IRDへのトップアップ税申告の提出を行う香港構成
事業体（以下、「指定香港事業体」）を1社指定することが認められます。この場合、当該グループの他のすべての

香港構成事業体は申告義務が免除されます。指定香港事業体は毎年指定する必要があり、その指定は当該事業
年度についてのみ有効となります。

トップアップ税通知の提出

対象MNEグループの各香港構成事業体は、トップアップ税申告義務に関する年次通知（以下、「トップアップ税
通知」）を所定の様式および方法で提出する必要があります。トップアップ税通知は、MNEグループがグローバ

ル・ミニマム課税制度およびHKMTTの対象となったことをIRDに通知するとともに、香港がGIR情報を受領する事業

体、国または地域を特定するために必要とされます。

トップアップ税届出は、事業年度末日から6カ月以内に行う必要があります。

トップアップ税申告の場合と同様に、対象MNEグループは、他の香港構成事業体の提出義務を軽減するために、
トップアップ税通知を行う指定香港企業を1社に指定することが認められます。

トップアップ税査定通知書・課税決定通知書

トップアップ税査定通知書・課税決定通知書は、トップアップ税申告書に記載された申告内容に基づき発行されます。
なお、予定トップアップ税は課されません。納税期限は、申告期限の経過後1カ月、または課税決定通知書の発行
日から1カ月のいずれか遅い方となります。

GloBEルールに基づく課税査定の期限については、（i）事業年度末、または（ii）税務査定官が未申告または過少
申告の事実を認識した時点のいずれか遅い方から起算して6年間となります。

GloBEルールに従い、IIRトップアップ税は、対象MNEグループの親会社に課されます。また、UTPRとHKMTTに

基づくトップアップ税に関する標準的配分メカニズムでは、各構成事業体は自己の負担割合に応じた納税義務のみ
を負います。UTPRトップアップ税またはHKMTTの納税について柔軟な対応を可能とするために、対象グループは
1社または複数社を納税主体として指定することが認められます。ただし、指定納税主体がトップアップ税額を納付
しない場合には、当該グループのトップアップ税全額について、すべての香港構成事業体が連帯して納付責任を
負うことになります。

トップアップ税に対する異議申立期間は、通常、事業所得税の課税決定通知書の発行日から1カ月間ですが、
2カ月に延長されています。

違反に対する罰則

トップアップ税申告書や届出の未提出、不正申告や届出等に関する不正行為、報告義務・実務の不履行に
対しては、現行の事業所得税と同等の罰則が科されます。
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租税回避防止規定

IROのセクション61およびセクション61Aに規定される一般的租税回避防止規定は、IROの既存の枠組みにおける
租税回避への対処を目的として制定されたものであり、GloBEおよびHKMTT税制には適用されません。

GloBEまたはHKMTT税制の濫用や租税回避スキームに対処するため、主要目的テストが導入されています。

トップアップ税の申告や納税などの関連義務の回避を主たる目的として行われた取決めについては、当該取決め
が行われなかったものとして取り扱われます。

香港構成事業体以外のMNE事業体への適用

一般的に、税務上の実務フレームワークは、香港構成事業体に適用されるのと同様に、香港に所在する、または
事業を行う対象MNEグループの他の事業体（すなわち、JV、JV子会社、または無国籍構成事業体）にも適用
されます。

論評

EYは、今回の法案の公表を歓迎します。この法案は、GloBEおよびHKMTT税制の実施に関する香港のアプローチ
を明確化して確認するものであり、特にGloBEモデルルールにおけるセーフハーバーおよび関連オプションの提案
が盛り込まれています。

香港の競合国・地域の一部が2025年にUTPRの導入を見送るという決定をしたことを受け、香港政府もUTPRの
施行を延期し、香港の税制上の競争力を維持する判断を下したことについても、同様に歓迎しています。

一方で、GloBEおよびHKMTT税制の租税回避防止規定として「主要目的テスト」が含まれることについては、
本テストでは主観的な判断要素が含まれるため、MNEグループがビジネスと税務の目的の両方を果たすと
考えられる取引を行う場合、不確実性が生じる可能性があります。

さらに、税務調査または追加調査を行うための期間について、すなわち、IRDが未申告または過少申告の情報を
入手してから6年間とすることが提案されていますが、これは実質的に期限が定まらない状態となるように
思われます。このため、税務調査の確定性や記録の保存期間について不確実性をもたらす懸念があります。

その代わりに、政府は、いかなる場合でも関連事業年度の10年後以降は税務調査または追加調査を行うことが
できないという条件を前提として、税務調査または追加調査を行うための期限を、関連する情報を受け取ってから
6カ月に短縮することを検討してもよいでしょう。

この提案の根拠は、IRDが必要に応じて保護調査や追加調査を行うには、6カ月の期間で十分であるという点に
あります。なお、10年間という期限については、現行のIROにおいて故意脱税ケースの税務調査や追加調査を行う
ための期限です。

香港におけるGloBEルールおよびHKMTTの実施についてご意見がございましたら、ご担当の税務専門家に
ご相談ください。
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別添I――セーフーハーバー・ルール1

暫定的なCbCRセーフハーバー

暫定的なCbCRセーフハーバーの下では、対象MNEグループが総収益、ETR、経常利益に関する3つの基準の

いずれかを満たす場合、その特定の国・地域におけるトップアップ税額はゼロとなります。このセーフハーバーは、
MNEグループの適格国別報告書に含まれる国別の総収益および税引前当期純損益情報と、適格財務諸表に
含まれる国別の税務情報に基づいて運用されます。この制度の適用は、2026年12月31日以前に開始し、
2028年6月30日以前に終了するすべての事業年度を対象とする移行期間に限定されます。また、このセーフ
ハーバーは、”once out, always out（一度適用外になると、その後も適用外）”というアプローチを採用しています。
つまり、対象MNEグループがある国・地域について前事業年度において、このセーフハーバーの適用を選択しな
かった場合、当該グループは、その国・地域について翌事業年度以降も本制度の適用を受けることができません。

暫定的なUTPRセーフハーバー

UTPRセーフハーバーは、移行期間中におけるUPE所在地国へのUTPR適用を免除するための制度です。ここで
いう移行期間とは、2025年12月31日以前に開始し、2026年12月31日前に終了する12カ月以内の事業年度を
いいます。なお、このセーフハーバーは、法人所得税率が20%以上のUPE所在地国のみが適用対象となります。
また、このセーフハーバーが適用される場合、対象MNEグループの選択により、移行期間内の各事業年度に
ついて、当該UPE所在地国に係るUTPRトップアップ税額はゼロとなります。

QDMTTセーフハーバー

QDMTTセーフハーバーでは、対象MNEグループは、QDMTTの施行国・地域に所在する構成事業体について、
QDMTTに基づく計算を1回実施するのみで足り、同国・地域において追加のGloBE算定を行う必要はありません。
このセーフハーバーが適用される場合、GloBEルールに基づいてQDMTTの施行国・地域に支払うべきトップアップ
税はゼロとなります。

簡易計算セーフハーバー

NMCE向けの簡易計算セーフ・ハーバーでは、一定の条件を満たすことを条件に、NMCEのGloBE損益、GloBE
収益、調整後税額を算定するための簡易計算方式の適用を年度ごとに選択することが可能です。

1. セーフハーバー・ルールの詳細は、立法会に呈したブリーフィングの別添Cから転載されたものであり、以下のリンクから入手できます。

https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/brief/tsybr20080010c_20241224-e.pdf

https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/brief/tsybr20080010c_20241224-e.pdf
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